
　　　　　　　　　主　　　　文

　　　　　本件上告を棄却する。

　　　　　上告費用は上告人の負担とする。

　　　　　　　　　理　　　　由

　上告代理人加藤定蔵の上告理由第一点について。

　論旨は、要するに、原判決が、履行遅滞を理由としては、上告人の本件プラント

製作契約解除の意思表示は無効であると判断するに至つた過程には所論の違法があ

る旨主張するにある。

　しかし、本件プラントの受渡期限は、昭和三〇年一、二月頃、本件当事者双方合

意の上、当初の期限より一箇月延期され、同年四月末日と定められた旨の原審の認

定は、原判決挙示の証拠に照らし、肯認しえないことはなく、原審がこの事実を前

提として、上告人が右期限後に被上告人に対し新たに本件請負契約上の債務の履行

を催告した旨の主張立証がないから、被上告人の履行遅滞を理由としては、上告人

がした右契約解除の意思表示は無効であると判示したのは正当であり、その判断の

過程に所論の違法はない。所論は、ひつきよう原判決を正解せず、右と異なつた見

解に立つて原判決を攻撃するか、原審で主張判断のない事項或いは原判決の結論に

影響しない事項について原判決の違法をいうに帰するから、採用できない。

　同第二点について。

　所論は、原判決が、本件プラントは土地の工作物であるから、民法六三五条但書

により、注文者である上告人は本件請負契約を解除することができないとしたのは、

上告人が同条本文の規定により本件請負契約を解除できるかどうかの争点について

判断を遺脱したもので、審理不尽、理由不備であると主張するものである。

　按ずるに、同条但書にいう「土地ノ工作物」とは、社会観念上、土地に付着し、

継続的に使用されるものと認められる工作物をいうのであつて、工場内に据え付け
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るべき機械は、基礎工事によつて土地に固著させられないかぎり、右法条にいう「

土地ノ工作物」にあたらないと解すべきところ、原審の確定したところによれば、

本件プラントは注文者である上告人に引渡しがなされず、従つて、工場に据付けら

れるに至らなかつたというのであるから、本件プラントは同法条にいう「土地ノ工

作物」にあたらず、従つて、原判決がこれと異なる判示をしたのは、法律の解釈を

誤つたものといわなければならない。しかし、原審の確定したところによれば、前

記のように、本件プラントは注文者である上告人に引渡しがなされなかつたもので

あるのみならず、本件プラントには、品質、性能の点で、原判示のような瑕疵があ

つたが、それらの瑕疵は、いずれも、改修または、補修が可能であつたというので

あり、結局、本件プラントには本件請負契約の目的を達しえないような瑕疵がなか

つたものといわざるをえないから、上告人は民法六三五条の規定により本件請負契

約を解除することができないものと解すべきである。従つて、この点で右と同趣旨

の判示をした原判決は、結局、正当であり、論旨は理由がない。

　同第三点について。

　被上告人は昭和三〇年三月二〇日頃本件プラントの備付準備を完了した旨、竝び

に本件プラントのうち上告人の承諾のもとに仕様変更を行つた部分を除いた残余の

部分について原判示のような瑕疵があつても、その瑕疵はいずれも改修又は補修で

きないものではなく、その瑕疵があるからといつて本件請負契約の履行が不能に帰

したものとはいえない旨の原審の認定判断は、原判決の挙示する証拠に照らして相

当である。従つて、原判決に所論違法はなく、所論は、ひつきよう、原審の専権に

属する証拠の取捨判断、事実認定を非難するに帰し、採用できない。

　同第四点について。

　訴外Ｄは、上告人の防腐工場設置について全般的な技術指導に当ると共に上告人

から本件プラントに関し設計の変更を含む一切の代理権を授与されていた旨、Ｄは
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本件プラントのうち注薬缶、計量槽、空気圧縮機が仕様書によれば常用１２ｋｇ／

ｃｍ２であるのを１０ｋｇ／ｃｍ２に設計変更することを承認した旨、およびＤの

承諾を得なかつた仕様変更はいずれも改修又は補修できないものとは認めがたい旨

の原審の認定判断は、原判決挙示の証拠に照らして相当である。所論は、ひつきよ

う、原審の専権に属する証拠の取捨判断、事実認定を非難するに外ならないから、

採用できない。

　同第五点について。

　裁判所が所論のような事項について釈明する職責を負わないことは当然の事理で

あるから、原審の手続に所論違法は存しない。従つて、論旨は採用できない。

　よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のと

おり判決する。

　　　　　最高裁判所第一小法廷

　　　　　　　　　裁判長裁判官　　　　長　　　部　　　謹　　　吾

　　　　　　　　　　　　裁判官　　　　入　　　江　　　俊　　　郎

　　　　　　　　　　　　裁判官　　　　松　　　田　　　二　　　郎
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